
 
 

「学部等の組織の枠を越えた学修プログラム」と工学教育改革に向けた大学設置基準等の

改正の関係性について 
 
１．課程制について 
【昭和３１年 大学設置基準施行当時】 
○ 「学部の種類により学科を設けることが適当でないときは、これにかえて課程を設け

ることができる。」とされ、課程は、広い専門分野にわたって合目的意図をもって総合

的に履修させるような場合に使われるものとして制度化された。 
  主として、教員養成課程として使用されるものであったが、制度上は、それ以外の分

野においても使用されることが想定されていた（別紙参照）。 
 
●大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）（抄） 

（課程） 
第四条 学部の種類により学科を設けることが適当でないときは、これにかえて課程を設けることがで

きる。 
２ （略） 
 
 
【平成３年 大学設置基準の一部改正】 
○ 課程の設置について、従来は学部の種類によって学科を設けることが適当でない場合

に限定していたのを改め、学部の種類にかかわらず、当該学部の教育上の目的を達成す

るために有益かつ適切であると認められる場合には、課程を設けることができることと

し、活用の拡大を図った。 
 
●大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）（抄） 

（課程） 
第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて

学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。 
 
 
２．今回の工学教育に係る設置基準改正について 
 
○ 現行制度では、どのような学部でも課程を設置することは可能となっており、課程制

の下では、広い専門分野にわたって合目的意図を持ち、総合的に学生への教育活動が行

えるよう、教員の所属組織（講座・学科目）とは一対一の対応関係とはならない形で教

員を配置することが想定されているが、現在の設置審査では、課程を置いた場合であっ

ても、学科制に準じて、課程ごとに一定数の専任教員の配置を求めており、活用しづら

いものとなっている。 
 
○ 一方、工学分野においては、産業技術の急速な進展を受け、工学部の教育を、産業界
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のニーズを踏まえた複数の専攻分野を組み合わせた内容に適宜発展させることが求め

られており、例えば学部単位で教員数を管理できるようにすることにより、柔軟な教育

の課程を編成することを可能とする体制が必要である。 
 
○ 今回の改正では、課程制の趣旨と工学教育をとりまく状況を総合的に勘案して、工学

部に課程を置く場合に、学部単位で必要教員数を管理できるようにしようとするもので

ある。併せて、教育の質を担保するため、課程の設置審査に当たっては、教育課程にお

ける各授業科目を担当する教員を確認できるよう、関係資料の提出を求めることとする。 
 
 
３．学修プログラムの検討について 
 
○ 「学修プログラム」とは、学部学科や研究科専攻において提供される教育の課程（学

位プログラム）に加え、複数の学部等を設置する大学が「学部等の組織の枠を越えた学

位プログラムを、これまでの学部等とは異なる新たな類型として設置できるよう、制度

上位置付けることを想定している。 
 
○ これに対し、今回の工学教育改革は、教育上の目的を達成するため、課程制を取った

場合に設置基準上の必要教員数を学部単位で管理しようとするものであり、現行の課程

制を前提とした上で、柔軟な組織設計を可能とするという観点からの制度改正である。 
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（別紙） 
【昭和３１年 大学設置基準施行当時の規定関係】 
 
「教育法令コンメンタール」文部省内教育法令研究会編集 第一法規 
 
第三章 第一節 学部等 
１ 学部又はそれに代わる基本的教育研究組織 
二 学部 
（二）学科、課程 
イ 課程 
「学部によっては、学問分野ごとの組織構成によるよりも、教育目的に沿った組織構

成による方が効果的な場合も考えられる。このため、「学部の種類により学科を設け

ることが適当でないときは、これにかえて課程を設けることができる」（大学設置基

準第四条第一項）こととされている。これは、広い専門分野にわたって合目的意図

をもって総合的に履修させるような場合に使われるものであり、教育上の履修コー

スを重視したものである。例えば、教員養成関係学部において小学校教員養成課程、

中学校教員養成課程などを置くものが、これに当たるが、他にも、社会学部に社会

理論課程等を置いたり、工学部に機械システム工学課程等を置いたりする例がある。」 
 
 
【平成３年 大学設置基準の一部改正関係】 
 
●大学設置基準（昭和３１年文部省令第２８号）（抄） 
（課程） 

第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、

学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。 
 
「学生の履修区分に応じた教育上の組織である課程の設置については、従来は学部の種類

によって学科を設けることが適当でない場合に限定していたのを改め、学部の種類にかか

わらず、当該学部の教育上の目的を達成するために有益かつ適切であると認められる場合

には、課程を設けることができることとしたこと。（改正後の第五条関係）」 
（平成３年６月２４日付け文部事務次官通知「大学設置基準の一部を改正する省令の施行等について」） 
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（参考） 
大学 
組織 内容 工学系の大学におい

て使用されている名

称例 
学部 特定の学問領域において教育活動と研究活

動を一体的に行う大学の基本組織 
 

－ 

学部以外の基本組織 教育研究上の目的を達成するため有益かつ

適切である場合にとることができる学部以

外の組織形態 
（例）教育と研究を機能的に分離する目的 

学群、学域 

学科 学部に専攻により設けられ、教育研究を一

体的に行う組織 
 

－ 

学科に相当する組織 学部以外の基本組織を設ける場合の当該基

本組織に置かれる組織 
 

学類、学系 

課程 学部の教育上の目的を達成するために、学

科に代えて学生の履修上の区分に応じて組

織されるもの 

－ 

大学院 
組織 内容 工学系の大学院にお

いて使用されている

名称例 
研究科 特定分野の教育活動と研究活動とを一体的

に行う大学院の基本組織 
 

－ 

研究科以外の基本組織 教育研究上の目的を達成するため有益かつ

適切である場合にとることができる研究科

以外の組織形態 
（例）教育と研究を機能的に分離する目的 

学院、学府、部 

専攻 研究科に専攻分野に応じて設けられ、教育

研究を一体的に行う組織 
 

－ 

専攻に相当する組織 研究科以外の基本組織を設ける場合の当該

基本組織に置かれる組織 
 

専攻、学系 
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工
学
系
教
育
改
革
に
係
る
設
置
基
準
改
正
案

【
現
行
の
「
学
科
に
代
わ
る
課
程
」
を
前
提
と
し
た
改
正
（
工
学
系
学
部
の
み
）
】

工
学
部

情 報 工 学

Ａ
学
科

教
員
組
織

学
生
定
員

情
報
工
学

機
械
工
学

材
料
工
学

電
気
工
学

情
報
・
機
械
＋
α

新
領
域
＋
α

材
料
・
電
気
＋
α

Ｂ
課
程

Ａ
課
程

Ｃ
課
程

教
員
組
織

学
生
定
員

学
科

（
教
育
研
究
）

課
程

（
教
育
）

機 械 工 学

Ｂ
学
科

教
員
組
織

学
生
定
員

材 料 工 学

Ｃ
学
科

教
員
組
織

学
生
定
員

電 気 工 学

Ｄ
学
科

教
員
組
織

学
生
定
員

工
学
部

専
攻
分
野

（
学
部
単
位
の
教
員
基
準
）

（
学
部
で
管
理
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
明
確
化
（
通
知
等
）
）

学
生
定
員

学
生
定
員

学
生
定
員
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工学分野における学部と大学院の連続性に配慮した教育課程について 

 

【１．連続性に配慮した教育課程】 

○ 工学系学部における教育と工学系研究科における教育の連続性に配慮した教育課程で

あり、次に掲げる意義を有する。 

・学部と大学院における教育を連続させて、修士若しくは博士の学位取得を到達点とし

てこれらの教育全体で養成すべき人材像と修得させる能力を設定することが可能とな

る。 

 

・工学分野の連続性に配慮した教育課程において、専攻分野における授業科目を精選す

ることなどにより、①工学以外の専攻分野の授業科目、②企業等との連携により実施

する授業科目の開設を促すなど、新たな教育内容の追加を可能とし、工学教育の充実

を図る。 

 

・共通基盤教育と専門教育などといった柔軟な年次区分が可能となり、早期卒業や飛び

級の制度の活用が容易になる。（例えば、２年／２年／２年、３年／３年など） 

 

○ 連続性に配慮した教育課程については、現行制度を前提とし、学部と大学院はそれぞ

れ独立しており、学士課程の修了、大学院の入学は従来通り行われる。 

すなわち、工学系学部の修業年限を６年に延長するものではなく、あくまで既存の工

学系学部と工学系研究科の緊密な連携により、双方の教育の連続性に配慮した教育課程

を、各大学が実施する教育課程の形態の一つとして制度的に位置付けるもの。 

 

【２．質保証に係る措置】 

○ 今回の学部及び大学院の連続性に配慮した教育課程については、それぞれの制度的位

置付けを変更しないまま、あくまで教育課程について両者が緊密に連携して編成できる

こととするものであり、学士課程の修了における学位授与等や大学院への入学について

の質保証は従来通りの対応が求められる。 

 

○ 更に、連続性に配慮した教育課程を編成する大学については、設置審査において次に

係る対応を求めることとする。 

・大学は、連続性に配慮した教育課程を編成する旨を学則において定めるとともに、当

該教育課程が体系的に編成されていることの説明を行うこと。 

・カリキュラム・ポリシーにおいて、連続性に配慮した教育を施す趣旨・目的（養成す

る人材像、修得させる能力を含む。）を明確にすること 

・教育課程全体の履修の系統（カリキュラム・ツリー）等を明示すること。 

・連続性に配慮した教育課程を履修する学生が、学士課程での卒業又は大学院段階への

進学をどの段階で選択するのかなど、その履修指導方法及び選択方法を説明すること。 

・連続性に配慮した教育課程の学士課程修了の判定方法（達成度評価等）について具体

的に説明すること。 
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修
論

工
学
部

工
学
研
究
科
（
修
士
課
程
）

卒
論

1
年

４
年

２
年

工
学
の
中
で
の
２
分
野
以
上
の
専
攻
分
野
や
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
の
修
得
、
企
業
等
と
連
携
し
た
実
践
的
な
内
容
を
盛
り
込
ん

だ
教
育
課
程
を
編
成
し
、
主
専
攻
・
副
専
攻
（
メ
ジ
ャ
ー
・
マ
イ
ナ
ー
）
、
ダ
ブ
ル
メ
ジ
ャ
ー
を
実
現
。

１
年

現
状

学
部
・
大
学
院

連
続
教
育

修
論

学
部
・
大
学
院
の
連
続
教
育
を
実
施
す
る
場
合
の
教
育
課
程
の
イ
メ
ー
ジ

重
複

専
攻
分
野
に
お
け
る
授
業
科
目
を
精
選

○
学

部
：
卒
論
の
見
直
し
（
修
論
重
点
化
）

○
大
学
院
：
学
部
で
既
に
修
得
し
て
い
る
科
目
の
見
直
し

○
ナ
ン
バ
リ
ン
グ
等
を
導
入

経
営
学
・
社
会
学
・
心
理
学
・
医
学
等
他
分
野
（
マ
イ
ナ
ー
）
教
育

企
業
が
持
つ
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
や
実
課
題
を
Ｐ
Ｂ
Ｌ
と
し
て
教
育
に
活
用

学
内
ク
ロ
ス
・
ア
ポ
イ
ン
ト
メ
ン
ト
の
活
用

実
務
家
教
員
の
採
用

（
専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
５
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者

（
み
な
し
専
任
教
員
）
）

(参
考
1
：
工
学
系
に
お
け
る
修
士
課
程
へ
の
進
学
率
)

国
立
大
学
全
体

約
5
0
％

特
に
い
わ
ゆ
る
旧
帝
国
大
学

約
9
0
％

公
立
大
学
全
体

約
4
0
％

私
立
大
学
全
体

約
2
0
％

(参
考
2
：
修
士
課
程
全
体
に
占
め
る
学
生
の
割
合
)

工
学
系
分
野

約
4
3
％

（
出
典
：
学
校
基
本
調
査
）

（
注
）
記
載
内
容
は
あ
く
ま
で
も
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

＜
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
の
開
設
＞

＜
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
る
授
業
科
目
の
開
設
＞

【
留
意
点
】

・
４
年
で
卒
業
す
る
者
へ

の
対
応

・
学
位
の
質
保
証
が
必
要

【
留
意
点
】

連
続
教
育
課
程
履
修
者
以

外
へ
の
入
学
者
（
編
入
学

者
）
に
も
開
か
れ
た
大
学

他
分
野
・
実
務
家
に
よ
る
教
育
導
入

他
分
野
・
実
務
家
に

よ
る
教
育
導
入
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-
1
-

Ｈ
３
０
．
３
．
２
６

◎
大
学
設
置
基
準
（
昭
和
三
十
一
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

改
正
前

改
正
後
の
イ
メ
ー
ジ

第
十
一
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

第
十
一
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

第
十
二
章

工
学
分
野
に
係
る
大
学
院
の
研
究
科
に
お
け
る
教
育
と
の
連
続
性

に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

（
新
設
）

（
工
学
分
野
の
大
学
院
の
教
育
と
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
）

第
四
十
九
条
の
二

工
学
に
関
す
る
専
攻
分
野
に
係
る
学
部
を
設
け
る
大
学
で
あ
つ
て

当
該
学
部
を
基
礎
と
す
る
大
学
院
の
研
究
科
を
設
け
る
も
の
は
、
第
十
九
条
第
一
項

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
教
育
課
程
を
編
成
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
当
該
大
学
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
学
部
に
お
け
る
教
育
と
当
該
研
究
科
に
お
け
る
教
育
の

連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
（
以
下
「
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課

程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
は
、
当
該
教
育
課

程
を
履
修
す
る
学
生
が
幅
広
く
深
い
教
養
及
び
総
合
的
な
判
断
力
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
、
企
業
等
と
の
連

携
に
よ
り
授
業
を
実
施
す
る
授
業
科
目
そ
の
他
の
多
様
な
授
業
科
目
を
開
設
す
る
よ

う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
お
け
る
教
員
）

（
新
設
）

第
四
十
九
条
の
三

工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
お
い
て
、
前

条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る

場
合
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
数
の
専
任
教
員
に
加
え
、
当
該
工
学
以
外
の

専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
の
授
業
の
実
施
に
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
加
え
て
置
く
教
員
に
つ
い
て
は
、
大
学
に
お
け
る

教
育
研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
大
学

に
お
け
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
の
学
部
に
お
け
る
専
任
教
員
を
も
っ
て
充
て

る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
に
規

定
す
る
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
り
授
業
を
実
施
す
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
場

合
は
、
第
十
三
条
に
規
定
す
る
数
の
専
任
教
員
に
加
え
、
当
該
授
業
科
目
の
授

業
の
実
施
に
必
要
な
専
任
教
員
と
し
て
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
五
年

以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
（
こ

の
号
に
お
い
て
「
実
務
の
経
験
等
を
有
す
る
専
任
教
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
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の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
加
え
て
置
く
実
務
の
経
験
等
を
有
す
る
専

任
教
員
に
つ
い
て
は
、
専
任
教
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
一
年
に
つ
き
四
単

位
以
上
の
授
業
科
目
を
担
当
し
、
か
つ
、
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
教
育
研

究
上
の
組
織
の
運
営
に
つ
い
て
責
任
を
担
う
者
を
実
務
の
経
験
等
を
有
す
る
教

員
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
専
任
教
員
数
(
第
十
三
条
関
係
)
別
表
第
一
学
部
の
種
類
及
び
規
模
に
応
じ
定
め
る
専
任
教
員
数
(
第
十
三
条
関
係
)

イ
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部
以
外
の
学
部
に
係
る
も
の

イ
医
学
又
は
歯
学
に
関
す
る
学
部
以
外
の
学
部
に
係
る
も
の

学
部
の
種
類

一
学
科
で
組
織
す
る
場
合
の

二
以
上
の
学
科
で
組
織
す
る
場

学
部
の
種
類

一
学
科
で
組
織
す
る
場
合
の

二
以
上
の
学
科
で
組
織
す
る
場

専
任
教
員
数

合
の
一
学
科
の
収
容
定
員
並
び

専
任
教
員
数

合
の
一
学
科
の
収
容
定
員
並
び

に
専
任
教
員
数

に
専
任
教
員
数

収
容
定
員

専
任
教
員
数

収
容
定
員

専
任
教
員
数

収
容
定
員

専
任
教
員
数

収
容
定
員

専
任
教
員
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

工
学
関
係

二
〇
〇

一
四

一
六
〇

八
工
学
関
係

二
〇
〇

一
四

一
六
〇

八
－
四
〇
〇

－
三
二
〇

－
四
〇
〇

－
三
二
〇

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

（
新
設
）

十
一

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
学
科
に
代
え
て
課
程
を
設
け
る
工
学
に
関
す

る
学
部
に
お
け
る
専
任
教
員
数
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
収
容
定
員
が
、
イ
に
あ
つ
て
は
こ
の
表

の
中
欄
に
定
め
る
数
、
ロ
に
あ
つ
て
は
一
六
〇
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た

数
に
満
た
な
い
場
合
の
専
任
教
員
数
は
、
そ
の
二
割
の
範
囲
内
に
お
い
て
兼

任
の
教
員
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
当
該
学
部
が
一
の
専
攻
分
野
の
み
を
有
す
る
場
合

こ
の
表
の
中
欄
か

ら
算
出
さ
れ
る
教
員
数

ロ
当
該
学
部
が
二
以
上
の
専
攻
分
野
を
有
す
る
場
合

当
該
学
部
の
収
容

定
員
数
が
一
六
〇
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
を
超
え
る
場
合
に
つ
い

て
は
八
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
、
当
該
学
部
の
収
容
定
員
数
が
三

二
〇
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
を
超
え
る
場
合
に
つ
い
て
は
収
容
定

員
数
が
三
二
〇
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
を
超
え
て
一
三
三
に
専
攻

分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
を
増
す
ご
と
に
、
八
に
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た

数
に
専
攻
分
野
の
数
を
加
え
た
数

十
一

（
略
）

十
二

（
略
）
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◎
大
学
院
設
置
基
準
（
昭
和
四
十
九
年
文
部
省
令
第
二
十
八
号
）
（
抄
）

改
正
前

改
正
後
の
イ
メ
ー
ジ

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

（
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
）

第
七
条
の
三

学
校
教
育
法
第
百
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
研
究
科
以
外
の
教
育
研
究

第
七
条
の
三

学
校
教
育
法
第
百
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
研
究
科
以
外
の
教
育
研
究

上
の
基
本
と
な
る
組
織
（
以
下
「
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
」
と
い
う
。
）
は
、

上
の
基
本
と
な
る
組
織
（
以
下
「
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
」
と
い
う
。
）
は
、
当

当
該
大
学
院
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
有
益
か
つ
適
切
で
あ
る
と

該
大
学
院
の
教
育
研
究
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
有
益
か
つ
適
切
で
あ
る
と
認
め

認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る
も
の
と
す
る
。

一
教
育
研
究
上
適
当
な
規
模
内
容
を
有
す
る
こ
と
。

一
教
育
研
究
上
適
当
な
規
模
内
容
を
有
す
る
こ
と
。

二
教
育
研
究
上
必
要
な
相
当
規
模
の
教
員
組
織
そ
の
他
諸
条
件
を
備
え
る
こ
と
。

二
教
育
研
究
上
必
要
な
相
当
規
模
の
教
員
組
織
そ
の
他
諸
条
件
を
備
え
る
こ
と
。

三
教
育
研
究
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
運
営
の
仕
組
み
を
有
す
る

三
教
育
研
究
を
適
切
に
遂
行
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
運
営
の
仕
組
み
を
有
す
る

こ
と
。

こ
と
。

２
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準
は
、

２
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
（
工
学
に
関
す
る
専
門
分
野
の
教
育
研
究
を
行
う
も
の

当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研
究
上
の

を
除
く
。
）
に
係
る
第
九
条
に
規
定
す
る
教
員
の
配
置
の
基
準
は
、
当
該
研
究
科
以

分
野
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準
（
共
同
教
育

外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
に
相
当
す
る
組
織
の
教
育
研
究
上
の
分
野
に
相
当
す

課
程
を
編
成
す
る
専
攻
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
に
係

る
と
認
め
ら
れ
る
分
野
の
専
攻
に
係
る
こ
れ
ら
の
基
準
（
共
同
教
育
課
程
を
編
成
す

る
も
の
を
含
む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

る
専
攻
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
連
携
専
攻
に
係
る
も
の
を
含

む
。
）
に
準
ず
る
も
の
と
す
る
。

３
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
こ
の
章
及
び
第
九
条
を
除
き
、
「
研
究
科
」
に
は
研
究
科

３
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
こ
の
章
及
び
第
九
条
を
除
き
、
「
研
究
科
」
に
は
研
究
科

以
外
の
基
本
組
織
を
、
「
専
攻
」
に
は
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
を
置
く
場
合
に
お

以
外
の
基
本
組
織
を
、
「
専
攻
」
に
は
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
を
置
く
場
合
に
お

け
る
相
当
の
組
織
を
含
む
も
の
と
す
る
。

け
る
相
当
の
組
織
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

第
十
章

共
同
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

第
十
一
章

工
学
に
関
す
る
専
攻
分
野
に
係
る
学
部
の
教
育
と
の
連
続
性
に
配

慮
し
た
教
育
課
程
に
関
す
る
特
例

（
工
学
分
野
の
学
部
の
教
育
と
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
）

（
新
設
）

第
三
十
四
条
の
二

工
学
に
関
す
る
専
攻
分
野
に
係
る
研
究
科
を
設
け
る
大
学
院

を
置
く
大
学
で
あ
つ
て
当
該
研
究
科
の
基
礎
と
な
る
学
部
を
設
け
る
も
の
は
、

第
十
一
条
第
一
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
教
育
課
程
を
編
成
す
る
に
当
た
つ

て
は
、
当
該
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
学
部
に
お
け
る
教
育
と
当

該
研
究
科
に
お
け
る
教
育
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
（
以
下
「
工
学
分

野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
」
と
い
う
。
）
を
編
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
を
編
成
す
る
大
学
は
、
当
該
教

育
課
程
を
履
修
す
る
学
生
が
工
学
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
能
力
を

修
得
す
る
と
と
も
に
、
工
学
に
関
連
す
る
分
野
の
基
礎
的
素
養
を
培
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
、
企
業
等
と
の
連
携
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に
よ
り
授
業
を
実
施
す
る
授
業
科
目
そ
の
他
の
多
様
な
授
業
科
目
を
開
設
す
る

よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
お
け
る
教
員
）

（
新
設
）

第
三
十
四
条
の
三

工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
お
い
て
、
前

条
第
二
項
に
規
定
す
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
に
係
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る

場
合
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
数
の
教
員
に
加
え
、
当
該
工
学
以
外
の
専
攻
分

野
に
係
る
授
業
科
目
の
授
業
の
実
施
に
必
要
な
教
員
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
加
え
て
置
く
教
員
に
つ
い
て
は
、
大
学
院
に
お
け
る
教
育

研
究
の
遂
行
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
大
学
院
に

お
け
る
工
学
以
外
の
専
攻
分
野
の
研
究
科
に
お
け
る
教
員
を
も
っ
て
充
て
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２
工
学
分
野
の
連
続
性
に
配
慮
し
た
教
育
課
程
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
に
規

定
す
る
企
業
等
と
の
連
携
に
よ
り
授
業
を
実
施
す
る
授
業
科
目
を
開
設
す
る
場

合
は
、
第
九
条
に
規
定
す
る
数
の
教
員
に
加
え
、
当
該
授
業
科
目
の
授
業
の
実

施
に
必
要
な
教
員
と
し
て
、
専
攻
分
野
に
お
け
る
お
お
む
ね
五
年
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
高
度
の
実
務
の
能
力
を
有
す
る
者
（
こ
の
号
に
お
い

て
「
実
務
の
経
験
等
を
有
す
る
教
員
」
と
い
う
。
）
を
置
く
も
の
と
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
加
え
て
置
く
実
務
の
経
験
等
を
有
す
る
教
員
に
つ
い
て
は
、

専
任
の
教
員
以
外
の
者
で
あ
っ
て
も
、
一
年
に
つ
き
四
単
位
以
上
の
授
業
科
目

を
担
当
し
、
か
つ
、
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
の
教
育
研
究
上
の
組
織
の
運
営

に
つ
い
て
責
任
を
担
う
者
を
実
務
の
経
験
等
を
有
す
る
教
員
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
す
る
。
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◎
大
学
院
に
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
教
員
の
数
に
つ
い
て
定
め
る
件
（
平
成
十
一
年
文
部
省
告
示
第
百
七
十
五
号
）
（
抄
）

改
正
前

改
正
後
の
イ
メ
ー
ジ

大
学
院
に
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
教
員
の
数
に
つ
い
て
定
め
る
件

大
学
院
に
専
攻
ご
と
に
置
く
も
の
と
す
る
教
員
の
数
に
つ
い
て
定
め
る
件

別
表
第
一

別
表
第
一

専
門
分
野

研
究
指
導
そ
の
他
の
教
員
組
織

専
門
分
野

研
究
指
導
そ
の
他
の
教
員
組
織

教
員
数

教
員
数

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

工
学
関
係

四
原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研

工
学
関
係

四
原
則
と
し
て
、
研
究
指
導
教
員
数
と
研

究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以

究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
以

上
と
す
る
。

上
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
新
設
）

四
工
学
に
関
す
る
専
攻
分
野
の
教
育
研
究
を
行
う
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織

を
置
く
場
合
は
、
四
に
当
該
研
究
科
以
外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
分
野

の
数
を
乗
じ
た
数
の
研
究
指
導
教
員
を
置
く
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
、
研

究
指
導
教
員
数
と
研
究
指
導
補
助
教
員
数
を
合
わ
せ
て
七
に
当
該
研
究
科
以

外
の
基
本
組
織
に
お
け
る
専
攻
分
野
の
数
を
乗
じ
た
数
以
上
置
く
も
の
と
す

る
。
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【
創
造
工
学
教
育
課
程
】

●
６
年
一
貫
の
教
育
コ
ー
ス

学
部
４
年
＋
大
学
院
２
年
の
シ
ー
ム
レ
ス
な
学
び

●
分
野
横
断
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
工
学
の
セ
ン
ス
を
身
に
つ
け
る

個
々
の
学
生
が
作
る
キ
ャ
リ
ア
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
１
つ
の
分
野
を
主

軸
専
門
（
メ
ジ
ャ
ー
）
と
す
る
と
と
も
に
、
他
の
分
野
（
マ
イ
ナ
ー
）
を
計

画
的
、
自
律
的
に
学
ぶ

他
分
野
と
近
接
分
野
の
研
究
室
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
俯
瞰
力
を
培
う

●
工
学
的
創
造
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
の
涵
養

異
な
る
関
心
を
も
つ
学
生
が
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
、
刺
激
し

合
い
創
造
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
を
涵
養

●
工
学
デ
ザ
イ
ン
科
目

多
面
的
価
値
観
や
総
合
的
工
学
力
を
工
学
デ
ザ
イ
ン
科
目
（
ク
リ

テ
ィ
カ
ル
シ
ン
キ
ン
グ
、
デ
ザ
イ
ン
理
論
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
論
、
P
B
L

演
習
な
ど
）
で
涵
養

●
実
践
的
な
研
究
・
開
発
に
必
要
な
能
力
を
習
得

研
究
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
大
学
院
相
当
の
年
次
で
実
施
）
で
、

国
内
外
の
機
関
へ
派
遣
す
る
こ
と
に
よ
り
実
践
的
な
研
究
・
開
発
力

を
体
得

●
手
厚
い
学
生
指
導

学
習
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
、
達
成
度
ル
ー
ブ
リ
ッ
ク
で
分
野
横
断
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
手
厚
く
サ
ポ
ー
ト

新
た
な
「
価
値
・
も
の
」
を
創
造

機
能
デ
バ
イ
ス
開
発
者

都
市
設
計
・
エ
ネ
ル

ギ
ー
利
用
技
術
者

生
体
材
料
の
開
発
者

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技
術
の

開
発
者

バ
イ
オ
イ
ン
フ
ォ
マ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の

研
究
・
開
発
者

エ
ネ
ル
ギ
ー
シ
ス
テ
ム
、
交
通
シ
ス

テ
ム
の
開
発
者

有
機
デ
バ
イ
ス
な
ど

新
機
器
の
開
発
者

創
造
工
学
教
育
課
程
学
生
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
目
標
例

（
平
成
28
年
度
改
組
）
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【
創
造
工
学
教
育
課
程
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
】
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工学系教育改革に向けた制度改正の方向性について（案）

○ 現行の設置基準上、大学・大学院において、教育組織と研究組織を分離し、

教育ニーズへの適切な対応を重視した組織編成を可能とするため、

・学部段階にあっては学科に代えて課程を設けること（大学設置基準第５条）、

・大学院段階にあっては研究科に代えて「研究科以外の基本組織」を設けるこ

と（学校教育法第１００条ただし書き及び大学院設置基準第７条の３）

が可能となっている。

○ 工学系の教育研究を行う大学が、産業界が求める人材育成に関するニーズに

即応できるよう、これらの現行制度を活用して教育を展開しやすくするために、

所要の設置基準等の改正を行う。

１．学科・専攻の縦割りの見直し

大学における工学系教育に関しては、明治以来の学科・専攻の編成に基づき１

つの専攻分野の教育研究を深める傾向が強く、専攻分野の縦割りに陥りやすいと

の指摘。複数の工学の専攻分野を横断した教育課程の実施に向け、工学部等にお

ける柔軟な教育体制の実現を可能とする必要がある。

①工学部に「課程」、工学系の大学院に「研究科以外の基本組織」を設けた場合

の教員基準を、学部・「研究科以外の基本組織」単位で定める。

⇒学部等全体で教員編成を行い、産業界のニーズに応じた複数の専攻分野を

組み合わせた教育課程の展開を促進する。

②学生の収容定員については、「課程」・「専攻に相当する組織」ごとに管理する

のではなく、課程等を単位としつつ、学部・「研究科以外の基本組織」全体で

収容定員を管理することができることを明確化する。

（課程・「専攻に相当する組織」単位の収容定員を毎年度設定しつつ、幅を持た

せて管理することも可能であることを示す。） （通知等により措置）

⇒学部等で収容定員の管理を行い、産業技術の変化に伴う人材ニーズに応じ

た、課程等に係る収容定員の柔軟な変更を促進する。

【質保証のための措置】

課程を置く工学部・「研究科以外の基本組織」において実施される教育課程の内

容（カリキュラム・ツリー等）を定め、学生等に示すものとする。

制度・教育改革ワーキンググループ（第11回）

資料2抜粋（H30.2.27）
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２．工学一貫教育を行う場合の担当教員

学部‐大学院の一貫教育課程を編成する際の、工学以外の専攻分野の内容や、

企業等と連携した実践的な内容を盛り込んだ教育課程の実施促進に向け、他分野

の教員や実務経験教員の配置を容易にする必要がある。

【質保証のための措置】

一貫教育課程の内容（カリキュラム・ツリー）の内容、実施する教育組織、

担当する教員について定め、学生等に示すものとする。

①他の専攻分野の学部・研究科の専任教員

○ 工学部等において一貫教育課程を行う場合であって、工学以外の専攻分野

の授業科目を盛り込む場合は、工学部等に置くものとされている教員に加え、

当該授業科目を担当する教員を置くものとする。

○ この場合、当該授業科目を担当する教員については、学内の工学以外の学

部・研究科の専任教員をもって充てることができることとする。

⇒工学以外の専攻分野（経営学、社会学等）の内容を組み合わせた教育課程

の実施を促進する。

【質保証のための措置】

他の専攻分野の学部・研究科の教員が、一貫教育課程を編成する工学部等の

教員を兼ねる場合のエフォート管理の規程及び計画を定めるものとする。

②実務経験教員

○ 一貫教育課程において、企業との連携による授業科目を開設する場合は、

工学部等に置くものとされている教員に加え、企業からの実務経験教員を専任

教員として置くものとする。

○ この場合、加えて置く実務経験教員は、専任の教員以外の者であっても、

１年につき４単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の組

織の運営について責任を担う者（みなし専任教員）で足りることとする。

⇒企業等と連携したＰＢＬなど、実践的な内容を盛り込んだ教育課程の実施

を促進する。

【質保証のための措置】

実務経験教員の教育の質保証及び教育力強化に向けた組織的なFD（ファカル

ティ・ディベロップメント）等の実施を求める。
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◎大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）（抄）

（学部）

第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な規模

内容を有し、教員組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

（学科）

第四条 学部には、専攻により学科を設ける。

２ 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

（課程）

第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代え

て学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

（専任教員数）

第十三条 大学における専任教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ

定める教授等の数（共同学科を置く学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の

学部とみなして同表を適用して得られる教授等の数と第四十六条の規定により得られる当該共同学

科に係る専任教員の数を合計した数）と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める教授等の

数を合計した数以上とする。

（収容定員）

第十八条 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合に

おいて、第二十六条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第五十七条

の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を

設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。

２ 収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して

定めるものとする。

３ 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理

するものとする。

◎学校教育法 （昭和二十二年法律第二十六号）（抄）

第百条 大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の

目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところにより、研

究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

◎大学院設置基準 （昭和四十九年文部省令第二十八号）（抄）

（研究科以外の基本組織）

第七条の三 学校教育法第百条ただし書に規定する研究科以外の教育研究上の基本となる組織（以下

「研究科以外の基本組織」という。）は、当該大学院の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適

切であると認められるものであつて、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

一 教育研究上適当な規模内容を有すること。
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二 教育研究上必要な相当規模の教員組織その他諸条件を備えること。

三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。

２ 研究科以外の基本組織に係る第九条に規定する教員の配置の基準は、当該研究科以外の基本組織

における専攻に相当する組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の専攻に係るこれら

の基準（共同教育課程を編成する専攻及び第三十五条第一項に規定する国際連携専攻に係るものを

含む。）に準ずるものとする。

３ この省令において、この章及び第九条を除き、「研究科」には研究科以外の基本組織を、「専攻」

には研究科以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。

第九条 大学院には、前条第一項に規定する教員のうち次の各号に掲げる資格を有する教員を、専攻

ごとに、文部科学大臣が別に定める数置くものとする。

一 修士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高

度の教育研究上の指導能力があると認められる者

イ 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者

ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者

ハ 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者

ニ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

二 博士課程を担当する教員にあつては、次の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し、

極めて高度の教育研究上の指導能力があると認められる者

イ 博士の学位を有し、研究上の顕著な業績を有する者

ロ 研究上の業績がイの者に準ずると認められる者

ハ 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

２ 博士課程（前期及び後期の課程に区分する博士課程における前期の課程を除く。）を担当する教員

は、教育研究上支障を生じない場合には、一個の専攻に限り、修士課程を担当する教員のうち前項

第二号の資格を有する者がこれを兼ねることができる。

（収容定員）

第十条 収容定員は、教員組織及び施設設備その他の教育研究上の諸条件を総合的に考慮し、課程の

区分に応じ専攻を単位として研究科ごとに定めるものとする。

２ 前項の場合において、第四十五条の規定により外国に研究科、専攻その他の組織を設けるときは、

これに係る収容定員を明示するものとする。

３ 大学院は、教育研究にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正

に管理するものとする。

◎専門職大学設置基準 （平成二十九年文部科学省令第三十三号）（抄）

（実務の経験等を有する専任教員）

第三十六条 前条の規定による専任教員の数のおおむね四割以上は、専攻分野におけるおおむね五年

以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者（次項において「実務の経験等を有す

る専任教員」という。）とする。

２ 実務の経験等を有する専任教員のうち、前項に規定するおおむね四割の専任教員の数に二分の一

を乗じて算出される数（小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。）以上は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。
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一 大学において教授、准教授、専任の講師又は助教の経歴（外国におけるこれらに相当する教員

としての経歴を含む。）のある者

二 博士の学位、修士の学位又は学位規則（昭和二十八年文部省令第九号）第五条の二に規定する

専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者

三 企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者

３ 第一項に規定するおおむね四割の専任教員の数に二分の一を乗じて算出される数（小数点以下の

端数があるときは、これを四捨五入する。）の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一

年につき六単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学部の運営について責任

を担う者で足りるものとする。

◎専門職大学院に関し必要な事項について定める件

（平成十五年三月三十一日文部科学省告示第五十三号）（抄）

第二条 前条第一項の規定により専攻ごとに置くものとされる専任教員の数又は同条第二項及び第三

項若しくは同条第四項の規定によりそれぞれの専門職大学院に置く当該共同教育課程を編成する専攻

に置くものとされる専任教員の数を合計した数のおおむね三割以上は、専攻分野におけるおおむね五

年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者とする。

２ 前項に規定するおおむね三割の専任教員の数に三分の二を乗じて算出される数（小数点以下の端

数があるときは、これを四捨五入する。）の範囲内については、専任教員以外の者であっても、一年

につき四単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の専門職学位課程を置く組織の

運営について責任を担う者で足りるものとする。

※一年につき六単位から四単位への改正は、平成３０年４月１日施行予定。
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◎大学設置基準（昭和三十一年文部省令第二十八号）（抄）

（学部）

第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育研究上適当な

規模内容を有し、教員組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。

（学科）

第四条 学部には、専攻により学科を設ける。

２ 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。

（課程）

第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に

代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。

別表第一 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数（第十三条関係）

イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの

学部の種類 一学科で組織する場合の専任教員数 二以上の学科で組織する場合の一学科

の収容定員並びに専任教員数

収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数

（略） （略） （略） （略） （略）

工学関係 ２００－ ４００ １４ １６０ － ３２０ ８

（略） （略） （略） （略） （略）

※収容定員がこの表の定める数を超える場合は、４００人につき教員３人の割合で教員を増加する。

◎大学設置基準第五条の規定に基づき、学科に代えて課程を設ける工学部の教員の数

新たに定める教員基準の表
学部におけ １ ２ ３ ４

る専攻分野

の数

学部の収容 ２００人 ３２０人 ４８０人 ６４０人

定員の区分 ～４００人 ～６４０人 ～９６０人 ～１２８０

人 400人につき3人の割合で増

専任教員数 １４ １６ ２４ ３２ ＝133人につき1人増

学部の収容 ６４１人 ９６１人 １２８１人

定員の区分 ～９０５人 ～１３５８ ～１８１１

人 人

専任教員数 １６ ２４ ３２

学部の収容 ４０１人 ９０６人 １３５９人 １８１２人

定員の区分 ～５３３人 ～１１７１ ～１７５７ ～２３４３ 906＝(320＋133)×2分野

人 人 人 18人＝(8＋1)×2分野

専任教員数 １５ １８ ２７ ３６

学部の収容 ５３４人 １１７２人 １７５８人 ２３４４人

定員の区分 ～６６６人 ～１４３７ ～２１５６ ～２８７５

人 人 人

専任教員数 １６ ２０ ３０ ４０

学部の収容 ６６７人 １４３８人 ２１５７人 ２８７６人

定員の区分 ～８００人 ～２１５６ ～２８７５ ～３５９４

人 人 人

専任教員数 １７ ２２ ３３ ４４
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